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第１号議案 南花畑五丁目地区関連 

 １－５ 東京都市計画用途地域の変更（東京都からの意見照会） 

 

上記の議案を提出する。 

 

   令和５年１２月２２日 

 

提 出 者  足 立 区 長  近 藤  弥 生 

 

 

東京都市計画用途地域の内容を、別添計画図書のとおり変更するにあたり意見聴取する。 

 

（提案理由） 

東京都市計画用途地域を変更するにあたり、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１

８条第１項の規定に基づき東京都からの意見照会があった。この照会に対して回答するため、足立区都市計画審議会に提案する。 
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都市計画の案の理由書 

 

１ 種類・名称 

東京都市計画用途地域 

（南花畑五丁目地区地区計画関連） 

 

２ 理 由 

本地区は、足立区の北東部にあり、常磐新線（つくばエクスプレス）六町駅から北西へ約 1.5 ㎞、東武伊勢崎線竹ノ塚駅か

ら東へ約 2.0 ㎞に位置し、都市計画一団地の住宅施設や土地区画整理事業を施行すべき区域が指定されている都営住宅団地が

立地する区域である。本地区内には、区立南花畑公園や児童公園等が配置され、避難場所として指定されているとともに、周

辺には区立道海公園や都立花畑学園が近接し、広域的には綾瀬川といった身近な水辺空間や区立花保中央公園（総合スポーツ

センター公園）、区立元渕江公園が立地し、豊かな景観が形成されている地域である。 

足立区都市計画マスタープラン（平成２９年１０月）において、本地区を含む六町・花畑・大谷田地域は、戸建て住宅が多

く、道路や公園などの都市基盤が整備され、良好な市街地が形成されており、公共住宅の建替えにあたっては、周辺と調和し

た土地利用や景観形成を誘導するとともに、新たに創出される用地を活用して、地域に貢献する機能を誘導することとしてい

る。 

このたび、老朽化した都営住宅の建替えを契機に、良好な住環境を継承し、地域と調和のとれた安心・安全で快適に暮らせ

るまちを目指すため、地区計画を決定することとなった。 

このような背景を踏まえ、土地利用上の観点から検討した結果、面積約 1.1 ヘクタールの区域について、用途地域を変更す

るものである。 
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